
公正判決を求める署名，支援募金活動に全力で取り組みましょう!! 
 

全国で 8単組，約 500名の組合員が提訴!! 

 御存知のように，7月4日に新潟大学職員組合の16名，7月26日に高知大学教職員組合の18

名が提訴したことによって，「臨時特例」に対応した給与減額と退職金減額問題で提訴した単組・

原告は全国で8単組・約500名にのぼっています（2013年7月末時点）。これまでに提訴した単組・

原告の内訳は次のとおりです。 

2012年11月27日提訴 福岡教育大         原告：6名   

            高専協議会         原告：281名 

            高エネルギー加速器研究機構 原告：6名 

2013年 3月26日提訴 山形大                      原告：7名 

        5月24日提訴 富山大                      原告：55名 

        6月11日提訴 京都大                      原告：109名 

        7月 4日提訴  新潟大                      原告：16名 

7月26日提訴 高知大                      原告：18名 

 さらに東京学芸大学教職員組合，電気通信大学教職員組合，福島大学教職員組合が提訴の準備

を進めています。 

 

『労働法律旬報』1795が特集を企画 

 『労働法律旬報』1795（2013年7月上旬号）が「国立大学法人の賃下げ訴訟」と題する特集を企

画し，提訴した組合の担当弁護士が裁判に至る経緯や裁判の争点などを執筆しています。全国的

な状況や裁判の意義を確認するうえで，とても役立ちますので，是非とも各単組の取り組みのな

かで活用しましょう。 

 

全大教が公正判決を求める署名，支援募金活動を提起!! 

福岡教育大教職員組合と全大教高専協議会の裁判は，年度内に結審を迎える可能性があります。

そのため，全大教は7月4日に福岡教育大，高専協議会，高エネ研の組合員の裁判について公正

判決を求める署名，支援募金活動を提起しました（全大教通知「未払い賃金請求訴訟の公正な判決を求め

る署名運動について」）。今年8月から11月の間に全国で福岡教育大，高専協議会，高エネ研の裁判

について，それぞれ50,000筆の署名を集めて，裁判長宛てに提出するものです。 

 署名の目標数を達成するには，全大教の組合員1名が5筆ずつ集めることが必要な計算になり

ます。提訴していない大学の組合員も，自分自身の課題として署名を集めて支援することが重要

です。 

 

九州・山口の加盟単組の獲得目標――九州・山口だけで 10,000筆をめざそう!  

九州地区の全大教加盟単組は，福岡教育大学教職員組合の訴訟，高専協議会の訴訟を全力で支

援していくことを確認しています。また山口大学教職員組合にも支援に加わっていただいていま

す。全大教闘争本部委員と各単組が協議して設定した各単組の署名獲得目標数は次のとおりです。 

  福岡教育大 440  山口大 900  九州工業大 520  九州大1050  佐賀大 870 

  大分大800  熊本大1760  宮崎大200  鹿児島大1420  琉球大690 

  久留米高専 100  有明高専 300  大分高専 240  熊本高専 80 都城高専340 

以上を合わせると 9710 筆となります。長崎大も署名運動に協力する意志を表明しています。

各県の国公，九州私大教連にも協力をお願いしますので，九州と山口だけで 10,000 筆を獲得で

きるように取り組んでいきましょう。 

 国公労連は，8月から10月に「公務員賃下げ違憲訴訟」の学習会を各県で開催します。そこに

参加して，裁判闘争への理解と署名への協力を直接訴えることも有効と思われます。因みに，7

月 31日に開催された熊本県国公の学習会には，熊本大学教職員組合から 6名が参加し，署名運

動への協力を訴えました。 

 

 

9月末に署名の第 1次集約 

 8月から 11月が署名運動の時期とされていますが，9月末に第 1次集約，10月末に第 2次集

約を設定して進めていきます。10月末の第 2次集約時点で目標数を達成できていない場合は 11

月に入ってから更に取り組むことにします。 

 まずは9月末の第1次集約の時点で各単組が獲得した署名数を報告していただきます。 

 支援募金については，集めたものを各単組で管理しておいてください。適切な時期が来ました

ら，全大教に送金していただくように闘争本部委員から連絡いたします。 

 

国家公務員の「賃下げ違憲訴訟」でも，署名運動の重要性が説かれています。裁判闘争はこれ

からが正念場です。各単組，全力をあげて署名，支援募金活動に取り組みましょう!! 
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